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⑪ 
各種事務事業の取扱い 
建設関係事務事業の取扱い 

１．道路等に関すること 

 (１)町道・橋梁は、現行のとおり新町へ引き継ぎ、路線区分は新町において調整

する。 

 (２)町道及び橋梁の新設、改良、舗装に係る受益者負担金は、香住町の制度をも

とに調整し、合併時に再編する。ただし、合併時に事業実施中(用地買収を含む)

の路線に対する負担は、従前の例による。 

 (３)急傾斜地崩壊対策事業に係る受益者負担金は、合併時に香住町の例により再

編する。ただし、合併時に事業実施中の箇所に対する負担は、従前の例による。

 (４)災害復旧事業に係る受益者負担金は徴しない。 

 (５)除雪路線は、現行のとおり新町へ引き継ぎ、除雪計画は、合併後に新町にお

いて調整する。 

   除雪機購入補助制度は、現行のとおり新町へ引き継ぎ、補助内容等は合併時

に統一する。 

 

２．町営住宅に関すること 

 (１)町営住宅は、現行のとおり新町へ引き継ぐ。 

 (２)町営住宅の入居資格は、合併時に村岡町、香住町の例により統一する。 

 

 

 
平成  年  月  日確認・継続協議  


